
香川県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会告示第１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の６第１項の規定により

準用する同法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する請求権を有する者

の総数の５０分の１の数並びに第７６条第１項、第８１条第１項及び第８６条

第１項並びに同法第２９１条の６第２項に規定する請求権を有する者の総数の

３分の１の数（その総数が４０万を超える場合は、４０万を超える数に６分の

１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、

次のとおりである。 

 

平成２７年３月４日 

 

香川県後期高齢者医療広域連合 

選挙管理委員会委員長 杉 山  勝 

 

平成２７年３月２日 

選挙人名簿登録者数        ８１９，３７７人 

上記総数の５０分の１の数     １６，３８８人 

上記総数の ３分の１の数    ２０３，２３０人 

 

 

 



香川県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会告示第２号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の６第１項の規定により

準用する同法第８０条第１項に規定する請求権を有する者の総数の３分の１の

数は、次のとおりである。 

 

平成２７年３月４日 

 

香川県後期高齢者医療広域連合 

選挙管理委員会委員長 杉 山  勝 

 

区分 地方公共団体の区域 選挙人名簿登録者数 
左記総数の３分の１

の数 

１ 高松市 ３４５，６０９人 １１５，２０３人 

２ 丸亀市 ９０，３７０人 ３０，１２４人 

３ 坂出市 ４５，８４９人 １５，２８３人 

４ 善通寺市 ２７，０３６人 ９，０１２人 

５ 観音寺市 ５１，５３４人 １７，１７８人 

６ さぬき市 ４３，０１８人 １４，３４０人 

７ 東かがわ市 ２８，３２７人 ９，４４３人 

８ 三豊市 ５６，８９９人 １８，９６７人 

９ 土庄町 １２，９１７人 ４，３０６人 

10 小豆島町 １３，４６９人 ４，４９０人 

11 三木町 ２３，５０５人 ７，８３５人 

12 直島町 ２，６６１人 ８８７人 

13 宇多津町 １３，９２５人 ４，６４２人 

14 綾川町 ２０，６４７人 ６，８８３人 

15 琴平町 ８，１７９人 ２，７２７人 

16 多度津町 １９，１７２人 ６，３９１人 

17 まんのう町 １６，２６０人 ５，４２０人 

合  計 ８１９，３７７人 ２７３，１３１人 

注 表中の選挙人名簿登録者数は、平成２７年３月２日現在の数である。 

 


